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　蒜山高原は蒜山三座（上蒜山、中蒜山、下蒜山）の中腹、
標高500mから600mに広がる高原地帯で、別名「西の
軽井沢」とも呼ばれている西日本を代表するリゾート地の
一つです。
　日本最大のジャージー牛の牧場が広がる高原からは、天
候がよければ北北西の方角に中国地方一の標高を持つ名
峰、大山を望むことができ、雄大な景色・自然が楽しめます。
　名物・特産品には蒜山大根、ジャージー牛乳・乳製品な
どがあり、近年では味噌ダレと鶏肉を用いた「ひるぜん焼
そば」がご当地B級グルメブームに伴い人気となっています。
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　平成 25年度の通常総会が、５月 23日（木）午後５
時から、アークホテル岡山で開催された。
　最初に、出席者数 56名（本人出席 20名、委任状出
席 36名）で、総会は成立する旨の報告があり、総会が
始まった。
　冒頭、安井英規理事長より新年度の方針が述べられ、
今年１年の計画について具体的に説明が行われた。
　議長には、安井理事長が選任され、各議案の提案は
栗平専務理事が行った。

審議された議案

第１号議案　�平成 24年度事業報告及び決算関係書類承
認の件

第２号議案　�平成 25年度賦課金の額及び徴収の時期方
法決定の件

第３号議案　�平成 25年度事業計画案及び収支予算案承
認の件

第４号議案　�借入金残高の最高限度額決定の件
　尚、平成 24年度決算については、友野昌平監事から
決算書類を綿密に監査したが、いずれも正確かつ適正
であることが認められるとの監査報告があった。また、
各号議案に対しては、議長より組合員に意見・質問を
求めたが、特に意見や質問もなく、全議案とも全員の
賛成で承認・決定された。

　総会終了後、「20年以上勤続優良従業員表彰」が行
われ、安井理事長から表彰状と記念品が一人ひとり手
渡された。
　表彰式の後、受賞者と各会社の代表者が一緒に記念
写真に納まった。
　今年度は、12社 33名の方々が表彰を受けられた。
　その後、20年勤続表彰者も含めて、懇親会が開催さ
れ午後８時に全て終了した。

　平成 25 年度　「通常総会」開催
■平成 25 年５月 23 日（木）17：00  ■ アークホテル岡山

理事長挨拶

会場参加者

20 年表彰受賞　社長との記念写真

懇親会風景
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　平成 25年度上期「中国地区印刷協議会」が、鳥取県
工組の担当で米子市内の皆生グランドホテルに中国５
県の組合役員と全印工連の島村会長、池尻事務局次長
の出席を得て開催された。
　最初に、鳥取県工組の松田恒勇理事長から歓迎の挨
拶があり、引き続き、地区協議会の喜瀬清会長が開催
にあたって次のような挨拶をされた。
　「中国地区の協議会は、年２回開催していますが、色
んな問題を解決する場にしていただきたい。短時間の
会議ですが有効に活かして１つでも持って帰って、取
り組んでいただきたい。ここ数年、全印工連は「業態
変革」について取り組んできましたが、今年度は更に
CSR（企業の社会的責任）活動に取り組んでいきます。
社会貢献を難しく捉えず、地域に受け入れてもらえる
会社になるためには、何をするか、できることからやっ
ていけば良いと思います。
　広島の平和記念公園に「原爆の子の像」がありますが、
そこには毎年 10トンの「折り鶴」が平和の願いとして
託されています。今 90トン溜まっています。その折り
鶴を再生紙粘土に加工して、その託された想いをいつ
までも残すために「折り鶴再生紙粘土」として事業を
起こしました。
　このようなことは、みなさんの会社のまわりにいく
らでもあると思います。是非、関心をもってみていた
だき、取り組んでいただけたらと思います。
　松下幸之助さんが「汗をかけ、知恵を出せ、汗も知
恵も出せない者は去れ」といわれていますが、今日の
会議で知恵を出し合いましょう。」
　喜瀬会長の挨拶の後、全印工連の島村会長の挨拶が
あり、議事に入った。
　全体会議の後、分科会が開催され各委員会に別れて
議案の審議が行われた。

　岡山県工組からは、以下の役員がそれぞれの分科会
へ参加した。
・理事長会　安井英規理事長
・経営革新マーケティング委員会　大塚泰文副理事長
・環境労務委員会　西山隆三郎副理事長、栗平靖彦専務理事
・組織活性化委員会　廣野景治副理事長、橋本清治副理事長
・教育研修委員会　西尾源治郎副理事長
　分科会の後、全体会議で分科会の報告がそれぞれ行
われ、参加者全員の確認の後、会議は終了した。

　平成 25 年度上期　「中国地区印刷協議会」開催
■平成 25 年６月７日（金）  ■ 皆生グランドホテル天水

喜瀬会長の挨拶

島村会長の挨拶

会議風景
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　青年部会は、昨年度から組合員企業の協力を得て、
色上質紙を岡山県内の私立幼稚園に寄贈し、多くの幼
稚園児から喜びと感謝の声をたくさんいただいていま
す。今年度も、31,000 枚の色上質紙を配布させていた
だきました。今回は、６月 13日（木）に奈良佐保短期
大学附属倉敷幼稚園の園児が、特別養護老人ホーム「白
亜館」を訪問し、その色紙を使用して、おじいちゃん、
おばあちゃんとの交流会が行われました。園児たちは、

色紙で手作りのメダルを作り、そこに思い思いの感謝
の気持ちを描き、ご老人の首にかけていました。捨て
られていたかもしれない残紙が、園児らによって有効
に使われ、そこに参加した全員に笑顔をもたらした、
すばらしいイベントでした。青年部会では、今後も地
域社会とのコミュニケーション作りに努めて参ります。
ご協力ありがとうございました。
� 青年部会会長　池上鎌三郎

Education for Sustainable Development の略
ESDとは、持続可能な社会の実現を目指して、あらゆる世代の人たちが今の社会や将来世代のことをみんなで考えた
り、意見を出し合ったりしながら、行動していく学習のことです。
岡山市は、2005年に国連大学より ESDに関する地域の拠点に認定されており、市域の学校や公民館、市民団体や企
業、行政などがゆるやかにつながって、国内外の ESD関連団体と連携しながら ESDを推進しています。

ESD の世界会議が岡山で開催されます！
2014 年秋には「ESDに関するユネスコ世界会議」が岡山市と名古屋市で開催されます。
岡山市では、ユネスコや日本政府が主催して、以下の会議や地域交流イベントが開催されます。
○ユネスコスクール世界大会　　　　　　　　　　　　　○青年フォーラム
○持続可能な開発のための教育に関する拠点の会議　　　○ ESDウイーク・オープニングセレモニー
次号では、「ESD」の内容についてお知らせします。

知っていますか？「ESD」～持続可能な開発のための教育～

色上質紙を岡山県内の私立幼稚園に贈呈
特別養護老人ホーム「白亜館」訪問
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　現代社会では、情報はますます重要になっています。
しかし、分かりにくい情報も多く、不便を感じている
方も大勢います。
　情報を発信する際には、色の感じ方が一般と異なる
方や障がいのある方、高齢者や子ども、外国の方など
様々な立場の方への配慮が求められます。
　そこで「あらゆる体格、年齢、障がいの有無にかか
わらず、だれもが利用できる製品・環境・サービスを
創造する」というユニバーサルデザインの考え方が大
切になります。
　色やデザイン、文字などに様々な配慮や工夫を加え、
より多くの人に伝わる情報の提供を目指すのが「メディ
ア・ユニバーサルデザイン」です。
情報の約 87％は視覚メディアから
　現代社会の情報量は増大し、その理解と活用がます
ます重要になっています。人間の五感のうち、情報の
約 87％は視覚から入ってくるといわれています。しか
し、デザイン・文字の大きさ・フォント・色使いなど
に配慮されていないものも多く、情報を読み取れずに
不便に感じている人が大勢います。
岡山県工組の取組み
　岡山県工組は、５年前位からMUDへの取組みを行っ
てきました。ユニバーサルデザイン関係の方々や岡山
理科大学の教授との討論会、MUDデザインコンペの
作品展示会、岡山県庁の担当者（ユニバーサル推進班）
研修など毎年普及活動をおこなってきました。その中
で、岡山県立大学デザイン学科の協力により、MUDコ
ンペに参加していただき、優秀賞を授与された学生さ
んもいました。
　今年度も重点活動として、MUDへの取組みを行います。

MUD教育検定３級合格者

・広和印刷㈱　廣野景治　光岡菜々子（販促支援推進室）
・コーホク印刷㈱　草加菜々子（生産管理部）
・協同精版印刷㈱　石倉　創（営業部制作課）

MUD教育検定試験にチャレンジして

� 広和印刷㈱　光岡菜々子
　今年の春にMUD３級（Adviser）
の資格をいただき、更なるステッ
プアップを目指し、６月に２級
（Director）の教育検定にチャレン
ジしました。２日に亘って行われ
た教育検定では、識別しやすい色

の選定方法やレイアウトなどを学びました。
　MUDの「誰にでも見やすいデザイン」をするにあたっ
て、やはり難しいと感じるのが、色覚障がい者や高齢
者の色の見え方です。見えている色が違うため、印象
が大きく異なってきます。それぞれの色がどう見える
のか一色ずつ分析していき、どの色との組合せが視認
性が高く、尚且つ一般の方でも美しく見えるかを勉強
していくことで、今まで気づけなかった配慮ができる
ようになったと思います。
　国内には約320万人の色覚障がい者がいると言われ、
また高齢化社会が進む現在では、既に日本の人口の半
分以上が、視覚に衰えが現れると言われる 40歳代を上
回っています。将来、MUDは欠かせない存在になって
くると思います。
　今回、学んだことを活かし、人に優しい社会づくり
に貢献したいと思います。

MUD「メディア・ユニバーサルデザイン」

メディア・ユニバーサルデザインの必要性
岡山県工組でも３級検定資格者が４名
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労働局ニュース

　　　　職場の熱中症　早めの準備と日々の点検

　今年も熱中症が発生しやすい危険な季節になりまし
た。岡山県下では、平成 22年には 18人の方が休業４
日以上の熱中症に被災し、このうち３人の方が亡くなり
ました。また、平成 23年は５人の方が、平成 24年に
は８人の方が休業４日以上の熱中症に被災しています。
　熱中症は、屋外の作業だけでなく、屋内の作業でも
発生しています。休憩場所の整備や熱中症予防教育、
緊急連絡先の作成は早めに準備しましょう。
　また、気温・湿度の把握、自己の体調の管理、こま

めな水分・塩分補給、休憩の確保などが大切です。事
業者あるいは安全衛生管理責任者の方は、下記の予防
対策の実施状況を確認してください。
　また、作業現場での日々の点検も行いましょう。事
業者用チェックリスト、日々の点検用チェックシート
は岡山労働局ホームページに掲載しております。また、
熱中症予防対策の詳細は、厚生労働省ホームページで
ご覧ください。（「職場の熱中症予防」で検索してくだ
さい。）

　　 熱中症予防対策

項　目 実　施　例

①作業環境管理 ○�涼しい休憩場所の設置。氷、冷たいおしぼり等身体を適度に冷やす物品の準備

②作業管理 ○�熱への順化期間（熱に慣れ、その環境に適応する期間）の設定
○�透湿性及び通気性の良い服装等を着用。休憩の確保、水分・塩分の摂取

③健康管理 ○日常の健康管理
○�作業開始前、作業中の巡視による労働者の健康状態の確認

④労働衛生教育 ○作業管理者、労働者へ熱中症予防の教育

⑤救急処置 ○�病院等の緊急連絡網の作成・周知。症状が現れた場合は身体冷却、水分・塩分補給等の応急処置、救急
隊の要請

　　 WBGT 値（暑さ指数）の活用
　WBGT値とは暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数です。この指数を活用して、熱中症の予防対策を検
討してください。

岡山労働局
STOP!STOP!
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　60歳以降、賃金が下がると、ハローワー
クから本人に補てんがあると聞きましたが、
本当でしょうか？

　60歳時点に比べて、賃金が低下した状態
で働き続ける場合、ハローワークから高年
齢雇用継続給付金が支給される場合があり
ます。

高年齢雇用継続給付金が支給される条件
①雇用保険に通算して５年以上（※）加入していること
② 60歳以後の各月に支払われる賃金が 60歳到達時点
の賃金に比べて 75％未満であること

（※）�５年以上とは、過去に失業給付の基本手当や再就
職手当等を受けたことがある場合はその手当を受
給後の期間となります。

支給額について
① 60歳時点の賃金（総支給額）に比べて、60歳以降
の賃金（総支給額）が、61％以下の場合

支給額＝ 60歳以降の賃金× 15％（支給率）
② 60歳以降の賃金が 60歳時点の賃金の 61％を超え
75％未満の場合、支給率は 15％から、一定の割合
で逓減されます。

③ 60歳以降に支払われた賃金額が 60歳時点の賃金の
75％以上の場合支給されません。

次の表は換算ですが、参考にして下さい。
＊太字が、月あたりの高齢者雇用継続給付金です。

60 歳以降
の賃金

60歳時点の賃金（総支給額 /月）

40 万 30万 25万

25万 32,675 0 0

20 万 30,000 16,340 0

15 万 22,500 22,500 22,500

14 万 21,000 21,000 21,000

13 万 19,500 19,500 19,500

＊詳しくは、会社管轄のハローワークにお尋ね下さい。

労務問題Q&A

Q

A

社会保険労務士　穐田　恒雄
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　「ESD ユネスコ世界会議」が、岡山市で来年秋開
催される。「ESD」って何？と思われる方が多い。
この世界会議を岡山県印刷関連産業協議会が応援す
ることになった。
　取りあえずは、PR の為のステッカーやシールを
作製して一般の方に PR する。ご希望の方は事務局
へどうぞ。

 編 集 後 記




